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1 はじめに

本資料は、過去に発生した不正還付事例を基に、具体的な不正の手口や審査（期

中処理）におけるポイントを掲載することで、不正還付防止のために必要な審査能

力の向上を図る目的で作成したものである。

所得税等の還付申告の審査に当たっては、本資料を十分に活用するとともに、事

務処理要領に基づく的確な審査を実施されたい。

（参考）
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4所得税の不正還付事例
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【ポイント】
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【ポイント】
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5消費税還付申告書の確認のポイント
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令和 年 月 日

税務署長様

申告内容等のお尋ね

税務行政につきましては、 日頃からご協力いただきありがとうございます。

さて、あなたが提出された●●●年●月●日から●●●年●月●日までの課税期間分の消費

税及び地方消費税の確定申告書につきまして、申告内容の確認のため、下記の書類を同封の封
筒にて－月一日 （－）までに当税務署までご提出ください。

なお、提出された書類等に基づき、確定申告書の内容を確認させていただいた結果、後日、
連絡させていただく場合がありますので、ご承知置きください。

記

1 事業概況回答書（あなたの事業の内容等について別紙に記載願います。 ）

2 次の取引先との取引に関する以下の書類の写し

※上記の国印の書類は、確定申告書に添付された「消費税の還付申告に関する明細書jに記載された事項に関する事実を確認
するため、行政指導として提出をお願いしているものです。

※税務署では、申告番（添付書類を含む。 ）や各種情報に照らして必要があると鴎められる場合は、調査を実施するときがあ

ります。 この場合において、調査に基づき、申告内容を是正することとなったときは、過少（無）申告加算税が課されること
があります。

※ 濠は、税務署の電話番呂

この文書による行政指導の責任者は、表記の税務署長です。

27

一連番号

【課税仕入に関するもの】

取引先の名称（ ）

r納品書

r請求書(令和5年10月1日以降、適格請求書又
は簡易適格請求書の交付を受けている場合は当該
適格請求書等）

r仕入代金の決済状況の分かる書類(通帳の
写し等）

F総勘定元帳(仕入関係)、仕入明細書
r棚卸表

r地代家賃が課税仕入に該当するか確認でき
る書類(賃貸借契約書等）

rTaxlnvoice(登録国外事業者が発行したも
の）

【輸出免税売上に関するもの】

取引先の名称（ ）

r輸出許可書、郵便局が引受を証する書類及
び発送伝票の控等、輸出取引等であることが
証明できる書類

rY輸出先からの注文書

尼船荷証券･運送状等、上記内容を確認でき
る書類

r弓船荷証券(B/L)

F輸出許可通知書

F売上代金の決済状況の分かる書類(通帳の
写し等）

院総勘定元帳(輸出売上関係)、売上明細書
r

連絡先 担当者 電話 (内線 ）
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〒

令和 年 月 日

税務署長様

申告内容等のお尋ね

税務行政につきましては、 日頃からご協力いただきありがとうございます。

さて、あなたが提出された●●●年●月●日から●●●年●月●日までの課税期間分の消費

税及び地方消費税の確定申告書につきまして、申告内容の確認のため、下記の書類を同封の封

筒にて 月 日（ ）までに当税務署までご提出ください。

なお、提出された書類等に基づき、確定申告書の内容を確認させていただいた結果、後日、

連絡させていただく場合がありますので、ご承知置きください。

記

1 事業概況回答書（あなたの事業の内容等について別紙に記載願います。 ）

2 次の取引先との取引に関する以下の書類の写し

※上記の日印の魯類は、確定申告書に添付された「消費税の還付申告に関する明細書」に記戦された事項に関する事実を確認

するため、行政指導として提出をお願いしているものです。

※税務署では、申告番（添付書類を含む。 ）や各種情報に照らして必要があると認められる場合は、鯛査を実施するときがあ

ります。この場合において、調査に基づき、申告内容を是正することとなったときは、過少（無）申告加算税が課されること

があります。

※担当者にご連絡いただく際は、税務署の電話番号におかけいただいた後、自動音声案内にしたがって、 「2｣を選択してください。

この文書による行政指導の責任者は､表記の税務署長です。
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一連番号

【国内仕入に関するもの】
取引先の名称（ ）

r納品書

F請求書(令和5年10月1日以降、適格請求書又

は簡易適格請求書の交付を受けている場合は当該

適格請求書等）

『仕入代金の決済状況の分かる書類(通帳の
写し等）

r総勘定元帳(仕入関係)、仕入明細書
『

【輸出物品販売場の免税販売取引に関するも
の】

取引先の名称（ ）

辰売上代金の決済状況の分かる書類(通帳の
写し等）

賑総勘定元帳(輸出売上関係)、売上明細書
I弓購入記録情報を出力した書面

連絡先 担当者 電話 (内線 ）



(別添6）

事業概況回答書

お尋ねのことについて、次のとおり回答します。

年 月 日

ﾌﾘｶﾞﾅ

氏名 電話（ ） －住所

1．事業概況

2．免税取引に係る事業概況

○取引商品

１
，
１

ｒ
ｌ
Ｌ
○
ｒ
ｌ
Ｌ

商品の管理場所

○輸出手段（○印を付けてください。 ）

船便 ・ 航空便 ・ EMS ･ その他（

○決済手段

）

］（
○作成書類（○印を付けてください。 ）

請求書 ・ 納品書 ・ 売上明細書 ・ その他（ ）

税務署整理欄
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整理番号 一連番号
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○給与､報酬｡料金等に係る源泉徴収税額の目安
－
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